
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 令和５年津島保健所管内の結核登録状況 

  
全登録 

者数 

活動性 

結核患者数 
新登録患者数 結核死亡者数 

実数 
有病率 

（注 1） 
実数 

罹患率 

（注 1） 

菌陽性

患者数

（注 2） 

菌陽性 

罹患率 

（注 1） 

（注 2） 

実数 
死亡率 

（注 1） 

令和５年（概数） 88 30 9.3 44 13.7 13 4.0 10 3.1 

内 

 

 

訳 

津島市 16 8 13.5 10 16.9 6 10.1 2 3.4 

愛西市 20 5 8.4 5 8.4 2 3.4 - - 

弥富市 9 3 7.1 5 11.8 2 4.7 2 4.7 

あま市 20 6 7.0 13 15.1 3 3.5 3 3.5 

大治町 10 4 9.2 4 12.2 - - - - 

蟹江町 11 4 10.8 7 19.0 - - 3 8.1 

飛島村 2 - - - - - - - - 

令和４年管内計 79 22 6.8 34 10.6 9 2.8 4 1.2 

県計（令和４年末）（注 3） 956 278 5.4 441 8.5 142 2.7 67 1.3 

愛知県（令和４年末） 1,641 483 6.4 724 9.7 246 3.3 97 1.3 

全国（令和４年末） 5.4 8.2 3.0 1.4 

（注 1） 率は人口１０万対 （注 2） 菌陽性は喀痰塗抹陽性 （注 3） 県計は名古屋市を除く 

図 1 罹患率の年次推移（人口 10 万対）概数 
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津島保健所管内の結核動向 

・管内の結核罹患率は、令和５年 13.7 で、令和４年 10.6 より増加し、令和 4 年の県計（名古屋市を除く）

8.5、全国 8.2 と比べ高い状況でした。今後の新登録患者数や罹患率の推移に注視していく必要があります。 

・管内の新登録患者の菌陽性罹患率（喀痰塗抹陽性率）は、令和５年 4.0 で、令和４年 2.8 より増加し、令和

４年の県計（名古屋市を除く）2.7、全国 3.0、よりも高い状況でした。 



協力機関による地域 DOTS について 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
〈地域 DOTS のメリット〉 

・結核患者の治療を複数の関係者で支援、見守りし、

治療完遂につなげる。 

・患者の身近な場所や生活の中で支援が受けられる。 

・関係者間で患者の情報を共有し、的確な指導やタイムリーな援助を患者に行うことができる。 
 

〈管内における協力機関による地域 DOTS 実施状況〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

新登録者数 
協力機関による地域 DOTS 実施者数 

総数 薬局 DOTS 施設 DOTS 職場 DOTS 

令和５年 61（17） 17（３） 9（２） ５（０） 3（１） 

令和４年 60（13） 11（１） 2（０） ５（０） 4（１） 

令和３年 63（14） ９（０） １（０） ６（０） ２（０） 

令和２年 56（12） ３（１） ２（１） ０（０） １（０） 

結核を治すために、感染症法第 53 条の 14 に

保健所長は処方された薬剤を確実に服用するよう

指導することが定められています。DOTS とは、

結核患者が実際に薬を飲むことを支援者が確かめ

ながら治療することや服薬したことを服薬手帳等

で確認することによって、結核の治療の完了まで

の見守りを行うことです。また、地域 DOTS と

は、薬局、施設、職場などの協力機関による服薬

支援のことです。 

地域 DOTS フロー図 

今後も協力機関による

地域 DOTS に御協力

お願いします。 

◎遅延がないように各種届出をお願いします。 

    種 類 届出時期について 

結核発生届 診断後直ちに保健所へ届け出（感染症法第 12 条） 

入退院届 ７日以内に保健所へ届け出（感染症法第 53 条 11） 
 

◎定期的な結核菌検査の実施について 

治療効果や治療評価の判断のためには、結核菌の陰性化を確認することが大切です。治療期間中の定期的

な結核菌検査（喀痰塗抹・培養）、治療終了月の結核菌検査（喀痰塗抹・培養）をお願いします。 

 

◎結核定期健康診断実施状況の報告をお願いします。 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（第 53 条の２）により、病院・診療所等は結

核の定期健康診断を実施し、それぞれの所在地を管轄する保健所に報告しなければなりません。毎年の定

期健康診断の確実な実施と実施状況等の報告をお願いします。 
 

あいち電子申請システムでの報告または愛知県のホームページ「結核に関する各種様式のダウンロード」

から、「結核定期健康診断報告書」をダウンロードし、愛知県津島保健所健康支援課地域保健グループへ

御提出ください。                                

～保健所から医療機関へのお願い～ 

 

※（ ）内は潜在性結核感染症患者の再掲 

（FAX0567-26-6891） 

編集後記 

令和５年の津島保健所管内の結核罹患率は 13.7 と、WHO による低まん延国の基準（結核罹患率 10.0 未満）より

高いことが特徴であり、保健所は引き続き患者への服薬支援や地域 DOTS の推進、結核予防教育などに取り組んでい

きたいと考えています。本紙の情報を今後の医療や保健活動の参考にしていただけると幸いです。また、今後の結核

予防や医療に関し、御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。                                            （津島保健所健康支援課 結核業務担当） 

 
➀患者・家族に 
説明し同意を得る 

②地域 DOTS の説明と依頼を行い、実

施の承諾が得られた場合は、津島保

健所地域 DOTS 依頼書を送付する 

 
④服薬支援の実施 

③地域 DOTS 開始前に患者情報・ 
服薬支援方法の情報提供をする 

⑤地域 DOTS 実施報告書を送付する 


